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　太地町教育委員会にて、ランドセルカバー等の贈呈
式が行われました。
　交通安全協会新宮支部様から交通安全を祈念して、
新入学児童用にランドセルカバー 14 枚と、新入園児
用に交通安全巾着袋 10 枚を太地町教育委員会に寄贈
していただきました。

　4月 6日、町役場付近で「春の全国交通安全運動」
の街頭啓発が行われました。
　ゲストの方も参加され、ドライバーや歩行者の方々
に啓発物資を配布し、正しい交通ルールの遵守とマ
ナーの実践を呼びかけました。

　和歌山県民文化会館で令和 7 年度和歌山県消防功
労者定例表彰式が開かれ、太地町消防団が「消防団等
地域活動表彰」を受賞しました。
　地域に密着した活動を積極的に行い、防災力の向上
に寄与したことが評価されました。

　太地町漁業協同組合様と太地町いさな組合様から、
教育活動に役立ててほしいと、町育英会に 150 万円
をご寄付いただきました。
　この寄付金は主に大学に通うため地元を離れて暮ら
す学生の支援に使われております。
　両組合様には継続的にご支援をいただき、心より御
礼申し上げます。

3/27㈮

3/25㈬

3/24㈫

太 地町育英会にご寄付をいただきました。

ラ ンドセルカバー・交通安全巾着袋が寄贈されました。

太 地町消防団が表彰されました。

春 の全国交通安全運動
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ラ ンドセルカバー・交通安全巾着袋が寄贈されました。

　令和８年第１回太地町議会定例会が、３月

10 日に開会されました。

　今定例会には町長から、令和８年度の施政方

針並びに提案理由説明があり、諮問１件、条例

の制定１件、条例の一部改正５件、補正予算１

件、令和８年度太地町一般会計予算を含む各会

計の新年度予算７件、その他１件が提出され審

議されました。

　一般質問では、２名の議員から質問が行われ、

町政一般について町の考えを問われました。

　人権擁護委員候補者の推薦
　◎美代取　初美 氏

　条例の制定
　◎�太地町乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定	【可決】

　条例の一部改正
　◎�太地町職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部改正	 【可決】

　◎太地町国民健康保険条例の一部改正	【可決】

　◎�太地町冷凍施設の設置及び管理に関する条

例の一部改正	 【可決】

　◎�太地町消防団員等公務災害補償条例の一部

改正	 【可決】

　◎�太地町給水条例及び太地町公共下水道条例

の一部改正	 【可決】

　補正予算
　◎�令和７年度太地町一般会計補正予算（第８

号）	 【可決】

　新年度予算
　◎令和８年度太地町一般会計予算

	 【賛成多数で可決】

　◎�令和８年度特別会計太地町国民健康保険事

業予算	 【可決】

　◎�令和８年度特別会計太地町介護保険事業予

算	 【可決】

　◎�令和８年度特別会計太地町後期高齢者医療

事業予算	 【可決】

　◎�令和８年度特別会計太地町くじらの博物館

事業予算	 【可決】

　◎�令和８年度企業会計太地町水道事業会計予

算	 【可決】

　◎�令和８年度企業会計太地町公共下水道事業

会計予算	 【可決】

　その他
　◎財産の無償貸付	 【可決】

　一般質問
　◎森 岡 茂 夫 議員

　　１市屋ポンプ場施設計画について

　　　①�令和４年５月９日に購入した土地の使

用目的について

　　　②ポンプ場の更新計画について

　　　③農地転用許可の履行義務について

　　　④土地売買契約の履行義務について

　　　⑤誓約書について

　◎海 野 好 詔 議員

　　１住民の健康と予防について

　　　①肺炎球菌ワクチンについて

　　　②住民の各種検診について

　　２高齢者福祉について

　　　①�高齢者福祉の課題は何か、また町とし

ての対応は

　　　②高齢者の雇用の場について

※議会は傍聴することができます。

会議録はおおよそ３ヶ月後より閲覧できます。

また、令和４年第３回定例会以降の会議録は

太地町のホームページで見ることができます。

議 会 報 告
令和8年第１回太地町議会定例会
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発達障害に関する講演会（和歌山県発達障害者支援センターポラリス主催）
「トラウマインフォームドケアをとりいれた支援を考える～安心できる場所、地域をつくるために
～発達障害とトラウマの視点から安心を作る」についての対面での講演
【日　　時】　令和８年６月21日（日）　13時 30分～ 15時 20分（13時より受付開始）
【会　　場】　和歌山県民文化会館小ホール
【費　　用】　無料　　　　　　　　　　　　　　【定　　員】　２５０名　
【対　　象】　発達障害に関心のある地域の皆様
【申込期限】　定員に達した時
【申込方法】　二次元コードよりお申込み下さい。
	 　　もしくは、ポラリスのHPから　お申込みできます。
【問い合わせ先】　和歌山県発達障害者支援センターポラリス　０７３－４１３－３２００

お知らせ

太地町生き生き情報コーナー
お知らせ

令和 8年 3月 19日　7基目のご当地ポストが完成しました✨
今回、モチーフとなったクジラはナガスクジラ！
クジラの中で２番目に大きく、あごの色は左右で異なり、右側は白色、
左側は背中と同じく濃い灰色の体色をしています。
大きく開いた口の中には沢山の郵便物が…！
クジラヒゲまで細かく再現されており、見応えのあるデザインです。
こちらのポストは太地郵便局前に設置されています。
皆さん是非、郵便物を投函しに来てください��

実物さながらの躍動感溢れるこちらのポストは

「ホエールアートミュージアム」の
山門基秀さん、前芝真人さん、石田一勝さんの3人

で製作されました✨

７基目のご当地ポストが設置されました！

太地郵便局

背面のデザイン

太地の海をイメージした
鮮やかな青色

側面のデザイン

令和 8年 3月19日　公民館にてお披露目式が行われました。

ザバァー
!!
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太地町生き生き情報コーナー
2026年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験）
【申込受付期間】　インターネットにより申し込んでください。６月 12 日（金）～６月 24 日（水）
【第１次試験日】　９月６日（日）
【試 　 験 　 地】　大阪市ほか
【問い合わせ先】　人事院近畿事務局　試験第二係　（TEL）０６－４７９６－２１９１
■受験資格等の詳細は、人事院ホームページ 「国家公務員試験採用情報 ＮＡＶＩ」へ

行政相談所の年間スケジュールについて
【日　　　時】　６・８・10・12・２月の第２水曜日　午後１時半から午後３時まで
【場　　　所】　太地町公民館２階　視聴覚室
【問い合わせ】　太地町役場総務課　０７３５－５９－２３３５
行政相談は、行政の仕事や手続き、サービスなどで「困っている」「こうしてほしい」などの意見や
相談をお受けするもので、相談員は助言や関係行政機関への連絡など、身近な相談相手として活動し
ています。相談は無料で秘密は厳守されます。　ぜひ、お気軽にお越しください。

令和８年度　移動県民相談　開催
【日　　時】令和８年５月 20 日（水）午後１時から午後４時まで
【場　　所】宇宙ふれあいホール Sora-Miru　東牟婁郡串本町西向３５９（旧古座分庁舎）
【内　　容】弁護士及び県民相談員による法律相談、行政相談、その他一般相談
【予約受付】令和８年５月７日 ( 木 ) から東牟婁振興局総務県民課へ電話予約（先着 9 名）
【電話番号】０７３５－２１－９６０７

お知らせ

お知らせ

お知らせ

和歌山県からのお知らせ
◯自動車税の納期限は６月１日（月曜日）です。納期内納税をお願いします。
　　お近くのコンビニ、金融機関などで納期内に納付してください。 
　�　納税通知書に印字されている eL-QR を利用して、クレジットカードやスマートフォン決済アプ

リでも納付することができます。ぜひご利用ください。
◯自動車税の減免
　�　身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が使用する自動

車は、名義や障害の程度など、一定の要件を満たす場合、申請により、自動車税の減免が受けられます。 
◯お問合せ先　紀南県税事務所　課税課　0739 － 26 － 7937

お知らせ

国際鯨類施設　令和8年 5月休日の開館日程
【開館日】5月 16日（土）、23日（土）の午前10時から午後4時まで
【問合せ】国際鯨類施設　指定管理者 :一財）日本鯨類研究所太地事務所　TEL:0735-29-2281
※�なお、日程が変更となることもありますので、その際には防災行政無線や一般財団法人日本鯨類研
究所ホームページにてお知らせいたします。

お知らせ
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「くじらまみれ」出展者募集のお知らせ
　クジラやイルカをテーマにした作品を展示・販売
する、参加型創作・交流イベント「くじらまみれ」
が今年も開催！5回目を迎える本イベントでは、全
国の“クジラ好きアーティスト”の皆様を募集して
います。はじめての方も大歓迎です。
　くじらの博物館で、あなたの作品を発表してみま
せんか？たくさんのご応募をお待ちしております。

【募 集 内 容】　イルカ・クジラをモチーフにしたオリジナル作品やグッズの展示や販売。
	 �　　�博物館らしさが感じられる作品、鯨類の新たな魅力を発見できる作品の応募をお

待ちしております。
【開 催 日 時】　2026年９月 20日（日）～９月22日（火・祝）各日 ８：30～ 17：00
【会　　　　場】　太地町立くじらの博物館 講演室（和歌山県東牟婁郡太地町太地2934-2）
【出展募集期間】　2026年５月１日（金）～５月31日（日）

※応募多数の場合は選考あり（先着順ではありません）
詳細はくじらの博物館HP・くじらまみれ公式Xをご確認ください。
くじらの博物館HP：https://www.kujirakan.jp/
くじらまみれ公式X：@kujiramamire

お知らせ

令和８年度『緑のボランティア』補助金について
　平成18年度に創設いたしました、『 緑のボランティア 』補助金事業を本年度も実施します。
　つきましては、町内でのボランティア活動を行っている皆さん及びボランティア活動をお考えの皆
さんには、是非、令和８年度『 緑のボランティア 』補助金のご活用をご検討いただきたくお知らせ
いたします。
　この補助事業は、『 町内の魚付保安林、里山の保護育成 』 や 『 太地町くじらと自然公園のまちづ
くり 』 構想に沿った活動を行うボランティア団体に、予算の範囲内で補助金を交付し、その活動を
支援する事を目的とする補助事業（町単独事業）です。
◎　緑のボランティア補助対象団体の要件（次の全部の要件に該当する事。）
　　① 太地町に住民登録を有する方で構成する団体
　　② 太地町内を主たる活動地域とする団体
　　③ �団体の活動が、魚付保安林や里山の保護育成及び太地町くじらと自然公園のまちづくり構想

に資すると認められる団体
　　④ 会員数 10名以上の団体
　　⑤ �補助対象団体は、町民の皆さんの幅広い年齢層を会員対象とし、ボランティア活動を主目的

とした団体で①の要件以外の個人の年齢、現況等、一定の入会要件を要する既成の団体（例・
青年会、老人クラブ、婦人会等々）は、本補助金の対象団体からは除かれます。（上記の会員
の方が個人で、本補助対象団体のメンバーとなる事については、問題ありません。）

◎　�補助金交付申請団体の事業計画内容を審査し、補助金額を予算の範囲内で交付団体数に応じて配
布します。ただし、１団体への補助金交付限度額は、５０，０００円となります。

◎　補助金交付申請の締切日・・・令和８年５月29日
◎　緑のボランティア補助金交付に関する要項及び補助金交付申請は、
　　産業建設課まで　連絡先59-2335

お知らせ

※写真は昨年度実施の様子

住民福祉課だより
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住民福祉課だより
『 住民福祉課だより 』の

各種内容に関するお問合わせは、住民福祉課までお願いします。
☎ 0735-59-2335（代）

　本町において住宅への再生可能エネルギー導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減及び災害時の
電力確保を図るため、令和 8 年度より個人向け太陽光発電設備・蓄電池（等）の導入に係る補助制
度を実施いたします。

申請受付期間
　令和８年５月 22 日（金）から令和 8 年 11 月 30 日（月）　　まで（先着順）
　※予算がなくなり次第、終了とします。
　※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。

補助対象
　自ら所有し居住する町内の専用住宅。

補助内容

主な要件
　・太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置すること
　・FIT・FIP 制度の認定を取得しないこと
　・自家消費比率を 30％以上とすること
　・12.5 万円 /kWh 以下の蓄電システムとなるよう努めること

お問い合わせは太地町役場住民福祉課（0735-59-2335）まで

太地町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金について

対象設備 補助率 上限額

太陽光パネル １KW あたり７万円 35 万円

蓄電池 本体・設置費×１/ ３ 47 万円

飼い犬・飼い猫のフンの後始末は、

飼い主が責任を持って行いましょう。

また、飼い猫以外に餌を与えないでください。

　　　　　　　　　　　　　役場　住民福祉課
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令和 8年度　健診のお知らせ
検査項目 対象者 料金＊ 4

検査内容集団 個別
国保

特定健康診査＊１
40 ～ 74 歳の
太地町国民健康保険加入者 無料 無料

身体測定、尿検査
血圧測定、心電図
血液検査、眼底検査
医師の診察

国保
若年者健診＊１

20 ～ 39 歳の
太地町国民健康保険加入者 無料 無料

後期高齢者
健康診査＊２ 和歌山県後期高齢者医療保険加入者 無料 無料

前立腺がん検診 40 歳以上の男性 無料 血液検査

肝炎ウイルス検診 40 歳以上で、
過去に受診したことがない方 無料 無料 血液検査

胃がん検診 50 歳以上で偶数年齢になる方
★２年に１回＊ 3 500 円 1,300 円

胃 X 線（バリウム）
検査

胃内視鏡（カメラ）
検査

大腸がん検診 40 歳以上の方 500 円 500 円 ２日間の便を採取

子宮頸がん検診 20 歳以上の女性で偶数年齢になる方
★２年に１回＊ 3 500 円 500 円 頸部細胞診

乳がん検診 40 歳以上の女性で偶数年齢になる方
★２年に１回＊ 3 500 円 500 円 マンモグラフィ

肺がん検診 40 歳以上の方 無料 300 円 胸部 X 線検査

歯周病検診 20、30、40、50、60、70 歳になる方 無料 歯周病検診

＊１国保特定健康診査・国保若年者健診：太地町国民健康保険加入者以外の方は、加入先の保険者にお問い合わせください
＊２後期高齢者健康診査：和歌山県後期高齢者医療広域連合から５月以降に案内が届きます

その他の留意事項
＊３胃・子宮頸・乳がん検診について
　：令和８年度対象外の方で令和７年度受診されていない方は、受診可能ですのでご連絡ください
＊４�節目対象者（20.30.40.50.60 歳）及び 70 歳以上の方は、全ての健（検）診で受診料が無料と

なります
※協会けんぽ・共済組合・健康保険組合等の健康保険にご加入の 40 歳～ 74 歳の被扶養者の皆様へ
　　�太地町の集団健（検）診で特定健康診査が“無料”で受けられます。ご加入の健康保険より４

月下旬頃に受診券が送付される予定です。健康保険によっては、受診券の発行に申込みが必要
なところもあります。詳しくは、加入先の保険者にお問い合わせください。

※太地町国民健康保険から社会保険に切り替わった時点で、特定健診の対象ではなくなります
※生活保護を受けられている方は、健（検）診を無料で受けることができます
※令和 8 年度から喀痰検査が廃止になります

年齢は令和９年３月 31 日時点の年齢です 
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【肺がん検診（巡回バス検診）】

【個別健診 (医療機関での検診 )】

【人間ドック】

【集　団　健　診】

実 施 日
特　定
若年者
後　期

前立腺 肝炎 胃 大腸 肺 子宮 乳

６月 19 日（金） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

６月 20 日（土） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ―

８月９日（日） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９月６日（日） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日　時 場　所

7 月 14 日（火）

８：10 ～８：30 平 見 集 会 所 前

8：45 ～９：00 平 見 消 防 屯 所 前

９：15 ～ 9：30 平 見 県 営 住 宅 前

17：30 ～ 18：00 漁 協 ス ー パ ー 前

7 月 15 日（水）

8：10 〜 8：25 夏 山 旧 も み じ や 旅 館 前

8：45 〜 9：15 山 本 文 雄 氏 宅 前（ 暖 海 ）

9：30 〜 10：00 東 新 集 会 所 前

17：00 〜 17：20 上 中 克 則 氏 宅 前（ 森 浦 ）

17：35 〜 18：00 水 の 浦 駐 在 所 前

場　所　太地町多目的センター
受付時間　７：３０ ～　（混雑をさけるために受付時間を区切って案内します。）　　

対象者
Ａ：検査日において、太地町国民健康保険に加入している 20 歳以上の方
Ｂ：検査日において、和歌山県後期高齢者医療保険に加入している方
Ｃ：検査日において、社会保険等にご加入の 20 歳以上の方で、人間ドック助成制度がない方

詳細は、4 月初旬に送付している案内をご確認ください

実施期間：令和８年６月１日（月）～１１月 30 日（月）まで



春の陽光に包まれて。ふれあいデイサービスでお花見交流会

買い物支援サービスについて

　普段、太地町地域福祉センター「梛」にて実施している「ふれあいデイサービス事業」。この事業は、
介護保険の対象とならない概ね 60 歳以上の皆様を対象に、日々の交流や健康づくりを目的として実
施しています。
　3 月 26 日は、少し足を伸ばして古座川町へお花見に出かけました。鮮やかなピンク色の「プリン
セス雅」が見頃を迎える中、満開の桜の下でお弁当やおやつを楽しみ、心ゆくまでリフレッシュ。最
後はお買い物も楽しみ、笑顔の絶えない一日となりました。今後も「梛」での活動に加え、こうした
季節を感じる行事を大切にしていきます。
　普段の活動内容等、詳細につきましては太地町社会福祉協議会までお問い合わせください。

　現在、毎月第３水曜日に買い物支援サービスを実施しています。
ご自身のチカラで買い物を楽しみたい方を、
移動の面でサポートします！
　対象者につきましては下記の通りとなっています。

　

※日程や申込期限については、社協だより最終ページの
　事業予定表にて確認をお願いします。

※購入した荷物の運搬はご自身で行っていただきます。

◯対象者
　・太地町内在住　・65歳以上
　・店舗内外の移動や
　　支払いが自分でできる方
　・町外への移動手段が無い方
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地域包括支援センターにご相談ください

認知症を知ろう　～今月のカフェ「オレンジポピー」のご紹介～

看護師による訪問活動を行っています

　地域包括支援センターは、介護保険法で定められた地域住民の健康や生活を総合的に支えていくた
めの機関です。介護や福祉、医療に関する資格を持った専門スタッフが、それぞれ連携しながら地域
の皆さんの困りごとをお受けしています。
　地域包括支援センターは、略して「ほうかつ」と呼ばれています。

　認知症のことや介護のこと、日頃のことなど、お茶をしながら
おしゃべりしたり、レクリエーションなどをして交流するカフェです。
　５月のオレンジポピーは認知症について、わかりやすくお話しします。全３回シリーズの第１回目
です。テーマは「治療と予防について」です。認知症の症状のある方やご家族、地域住民のみなさま、
どなたでもお気軽にご参加ください。

日　時：令和８年５月 26 日（火）午後１時 30 分～午後３時 30 分
　　　　（毎月第４火曜日午後１時 30 分～午後 3 時 30 分開催）
場　所：寄子路地区の岡本研さん旧宅
　　　　（太地水産共同組合事務所の近く⇒右記参照）
参加費：無料です。参加申し込みの連絡は必要ありません。
　　　　当日お越しください。
主　催：太地町地域包括支援センター
　　　　（お問合せ）℡ ０７３５－５９－３３８０

　町内にお住いの高齢者のお宅（主に 70 歳以上の高齢者世帯）
を巡回訪問し、生活のご様子をお伺いしています。血圧を測る
などの健康面のサポートもさせていただいています。

　介護に関する心配や悩み以外にも健康や生活のことなど、高齢者に関することならどのようなこと
でもご相談ください。「どこに相談すればよいか分からない」といった内容でもお気軽にどうぞ。

《事務所・連絡先》太地町多目的センター２階　TEL 59 － 3380 ／ FAX 59 － 4332
※太地町社会福祉協議会と共用ですが、ほうかつへ取り次ぎます

ほ う も ん （  訪  　  問  ）

そ う だ ん （  相  　  談  ）

かいごよぼう（介護予防）

せいかつしえん（生活支援）

ほ

う

か

つ

高齢者のよろず相談窓口です
◎ 介護に関すること
◎ 健康・介護予防に関すること
◎ 財産管理や成年後見制度等のこと
◎ 消費者被害に関すること
◎ その他日常生活に関すること
　 （買い物や食事に困っている。
　　スマートフォンの操作が分からないなど）

!

オレンジポピーの花言葉

など
「思いやり」「いたわり」
「陽気でやさしい」
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　認知症や知的障害・精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方が、不動産や預貯金などの
財産管理や、介護サービスの利用契約、施設・病院への入退所に関する契約を結んだり、遺産の分割
協議などが必要であっても、自分でするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっ
ても判断できずに契約を結んで悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。このような判断能力の不十分
な方を、法律面や生活面で保護し、支援するのが成

せいねん
年後

こうけん
見制

せ い ど
度です。

■ 任意後見と法定後見の２つの制度

①　任
にん

�意
い

後
こうけん

見制
せ い ど

度　　判断能力が十分なうちに、将来を見越してあらかじめ後見人になる援助者を決めて
おく制度です。どのようなことをお願いしたいかは、自分で選んだ援助者（任

に ん い
意後

こうけんにん
見人）と話し合

いで決めることができます。公証役場にて、公証人に「公正証書」という契約書を作ってもらいます。
　　　�　判断能力が衰え、ひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督

人が選任され、その監督の下、自分で選んだ援助者（任意後見人）が本人の支援を行います。

②　法
ほう

�定
てい

後
こうけん

見制
せ い ど

度　判断能力が低下してしまった後に、援助者を裁判所に選んでもらう制度です。本人や
家族などが家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所が成年後見人等の援助者を選任します。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度により「後

こうけん
見」・「保

ほ
佐
さ

」・「補
ほ じ ょ

助」の３つに分かれます。

区　分 本人の判断能力 援 助 者

後　見 ある

ない

ほとんどない 成
せいねん

年後
こうけんにん

見人 監
かんとくにん

督人が
選任される
場合あり

保　佐 著しく不十分 保
ほ

佐
さ に ん

人
補　助 不十分 補

ほ じ ょ
助人

にん

財産や権利を守ります～成年後見制度～

裁判所への申立手続きや、契約
による任意後見手続きには費用
がかかります。
また、後見人等への報酬がかか
る場合もあります。詳しくは下
記のお問い合わせ先へお電話く
ださい。

後見人等ができること
・収入と支出の管理　　　　　　　　　　・定期預金の契約、解約
・不動産の管理、保存、処分　　　　　　・施設入所や入院等に関する契約
・遺産相続など行政上の手続き　　　　　・不要な契約の取消（日用品の購入は除く）　　など

後見人等ができないこと
・送迎、洗濯、日用品の買い物や調理、介護
　�　直接これらの行為はできませんが、介護サービス

の利用契約を結ぶなどのサポートはできます。親族
が後見人の場合、親族として介護することは問題あ
りません。

・手術、輸血、延命措置などの医療行為の同意
　�　原則として医療行為の同意については、本人のみ

が行うことができます。本人の意思表示や、意思の
推定が確認できない場合は、最善の方針をご親族や
医療・ケアチーム間で慎重に判断します。

・�養子縁組、婚姻、離婚、子の認知などの手続き 
および遺言書作成の代理

　�　本人しかすることはできません。

・入院や施設入所時の保証人や身元引受人
　�　保証人や身元引受人にはなれませんが、本人の財

産から入院費や施設利用料を支払うため、費用の支
払い面で心配がないことから、身元保証人がいなく
ても入院・入所を認めている病院・施設もあります。

・亡くなった後の葬儀や自宅の片付け
　�　基本的に親族等の相続人が行います。ただし、親族

がいない場合、またはできない事情がある場合に、火
葬等の手続きを成年後見人が行うことがあります。判
断能力の低下がないうちに死後事務について、専門職
等と委任契約をすると安心です。

など

■ 任意後見と法定後見の２つの制度
下記の窓口で成年後見制度に関する相談を受けつけています。ぜひご相談ください。

◎ 太
たいじちょう

地町地
ち い き

域包
ほうかつ

括支
し え ん

援センター　　☎（０７３５）５９－３３８０
12



太地町社会福祉協議会 / 地域包括支援センター

TEL　0735–59–3380/FAX　0735–59–4332/ 本会 HP 

名　称 日　程 時　間 会場・備考 内容・対象など

なかよし体操

東新（月曜日）
11日・18日

13:30　
~14:30

東新集会所

椅子に座って行う体操教室です
毎月 1 回はテレビを見ながら体操を
実施する日があります
どなたでも参加できます

森浦（月曜日）
11日・18日 森浦集会所

寄水（月曜日）
11日・25日 寄水集会所

平見（月曜日）
11日・25日 平見集会所

カフェ
「オレンジポピー」

26 日
（火曜日）

13:30　
~15:30

岡本 研 氏の旧宅
太地水産共同組合事務所付近

認知症のことや介護のことなど、
お茶を楽しみながらおしゃべりするカ
フェです。
どなたでも参加できます

男のトレーニング塾
13 日・20 日

・27 日
（毎週水曜日）

9:30　　
~10:30 多目的センター

筋トレや音楽に合わせた有酸素運動
町内にお住いの 65 歳以上の男性で、
かつ介護認定を受けていない方
医師に運動の制限を受けていない方

ふれあいサロン
いっぷく亭

東新（水曜日）
13 日

13:30　
~15:30

東新集会所

茶話会を中心に、不定期で生活や健
康に関するお話会を実施します
廃油の回収を行っています
どなたでも参加できます

寄水（水曜日）
20 日 寄水集会所

森浦（水曜日）
27 日 森浦集会所

平見（水曜日）
㊡ 平見集会所

社協の
エクササイズ教室

〜筋トレ〜
20 日

（水曜日）
19:00　
~20:00 多目的センター

筋トレやバランスボールを使った運動
町内にお住まいの方で、介護認定を
受けていない方
医師に運動の制限を受けていない方

買い物支援サービス
（買い物ツアー）

20 日
（水曜日）

送迎時間は
申し込みの際に
ご案内します。

受付開始 :1 日 ~
締 切 り :10 日

日用雑貨品等の買い物を支援します
町内にお住いの 65 歳以上のひとり暮ら
し又は高齢者のみ世帯の方（要申込み）
※その他非該当となる要件があります

まめなかに倶楽部
1日・8 日・15 日
・22 日・29 日
（毎週金曜日）

9:30　　
~10:30 多目的センター

筋トレや音楽に合わせた有酸素運動
町内にお住いの 65 歳以上の方
医師に運動の制限を受けていない方

○5月の事業予定表

	

５月は通常営業（水曜日休館）です。６日水曜日を除く、連休期間
中も営業します。

ご寄付お礼
　吉田　敬　様より　故　吉田　伊津子　様の生前の御好誼に感謝して。
　清水　晴美様より　故　清水　𠀋夫　　様の生前の御好誼に感謝して。
　昭和 35 年度太地中学校卒業生の皆様より　福祉の向上を目的として。

誠にありがたく、厚くお礼申し上げます。

多目的センター
お知らせ
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住民基本台帳
（令和 8 年 3 月末日現在）

総人口 2,765 人
　　男  1,242 人
　　女  1,523 人

世帯数   1,557 世帯
（前月比 : 総人口  19 人減
  	 世帯数  ８世帯減）

《保健衛生関係 5月行事予定》
健康相談

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

5 月 13 日（水） 成人健康相談（血圧測定）

10：30~11：00 公 民 館
13：00~13：30 平見集会所
13：45~14：15 老人憩の家
14：30~15：00 寄水集会所

5 月 18 日（月） 成人健康相談（血圧測定） 14：30~15：00 森浦集会所
5 月 27 日（水） 乳幼児健康相談 10：00~11：30 ふれあいルーム

※成人健康相談（血圧測定）で、検尿を希望の方は、自宅で採尿をしてお持ちください。

健診
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

5 月 28 日（木）
4 か月児健診

９：45（受付） 那智勝浦町福祉健康センター
10 か月児健診

　

総
合
計
画
は
、
今
後
10
年
間
の
ま
ち
づ
く
り

の
基
本
的
な
方
針
を
定
め
る
も
の
で
、
ア
ン
ケ

ー
ト
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
で
お
聞
か
せ
い
た

だ
い
た
皆
様
の
ご
意
見
を
踏
ま
え
て
策
定
し
ま

し
た
。

　

「
村
民
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
住
み
や
す
い
村
」
を
次

世
代
に
受
け
継
い
で
い
け
る
よ
う
、
村
民
・
事
業
者
・

行
政
が
連
携
し
て
取
組
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

白馬から
のお便り

姉妹
都市「白馬村」コーナ

ー

自転車レースの開催について
　５月 10 日（日）に第 26 回ツールド・熊野大会（自転車
レース）が開催されます。大会当日（９時 50 分～ 13 時予定）
は一方通行規制となります。
　ご協力の程よろしくお願いいたします。

太地町役場　産業建設課

第
6
次
総
合
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
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